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【別表第１】日常生活用具 対象品目 

種目 品目 基準額 耐用年

数 

対象要件等 取扱 

介護・

訓練支

援用具 

特殊寝台 １５４，００

０円 

８ １・２級の下肢・体幹機能障害 

治療方法が確立していない疾病その他特

殊な疾病であって政令で定めるものによ

る障害の程度が厚生労働大臣が定める程

度である者であって１８歳以上である者

（以下「難病患者等」という。） 

給付 

移動用リフト １５９，００

０円 

４ 

特殊マット １９，６００

円 

５ １級の下肢・体幹機能障害（常時介護を

要する者に限る）、A１・A２の知的障害、

難病患者等 

特殊尿器 ６７，４００

円 

５ １級の下肢・体幹機能障害（常時介護を

要する者に限る）又は難病患者等 

入浴担架 ８２，４００

円 

５ １・２級の下肢・体幹機能障害があり入

浴にあたって家族等他人の介助を要する

もの 

体位変換器 １５，０００

円 

５ １・２級の下肢・体幹機能障害で下着交

換等にあたって家族等他人の介助を要す

るもの 

訓練イス（児

のみ） 

３３，１００

円 

５ ３歳以上で１・２級の下肢・体幹機能障

害児 

訓練用ベッド １５９，２０

０円 

８ 学齢児以上で１・２級の下肢・体幹機能

障害児又は難病患者等 

自立生

活支援

用具 

入浴補助用具 ９０，０００

円 

８ 下肢・体幹機能障害で入浴に介助を必要

とする者又は難病患者等 

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入

水等を補助でき、障害児・者又は介助者

が容易に使用し得るもの。ただし、設置

に当たり住宅改修費を伴うものを除く。 

給付 

便器 ４，４５０円 ８ １・２級の下肢・体幹機能障害又は難病

患者等     

 手すり付加 ５，４００円  
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加算 

頭部保護帽 １２，１６０

円 

３ 知的障害又は精神障害でてんかんの発作

等により頻繁に転倒するもの 

    

 オーダーメ

イド（スポ

ンジ・革を

主材料に製

作） 

１５，６５６

円 

３ 平行機能・下肢若しくは体幹機能障害 

レディメイ

ド（スポン

ジ・革を主

材料に製

作） 

１２，５２４

円 

３ 

オーダーメ

イド（スポ

ンジ・革・

プラスチッ

クを主材料

に製作） 

３７，８５２

円 

３ 

レディメイ

ド（スポン

ジ、革、プ

ラスチック

を主材料に

製作） 

３０，２８１

円 

３ 

歩行補助つえ

（T字状・帽状

のつえ） 

  平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害

で原則として学齢児以上のもの 

  

 木材（外装

ニス塗装） 

２，２６６円 ３ 

軽金属（塗 ３，０９０円 ３ 
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装なし） 

夜光材付加

算 

４１０円  

全面夜光材

付加算 

１，２００円  

移動・移乗支

援用具 

６０，０００

円 

８ 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害

者及び難病患者等で家庭内の移動等にお

いて介助を必要とする者。おおむね次の

ような性能を有する手すり、スロープ等

であること。ただし、設置にあたり住宅

改修を伴うものを除く。 

１ 障害者の身体機能の状態を十分踏ま

えたものであって、必要な強度と安定

性を有するもの。 

２ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、

段差解消等の用具とする。 

特殊便器 １５１，２０

０円 

８ １・２級の上肢障害、A１・A２の知的障

害、難病患者等 

火災警報器

（１世帯につ

き２台を限

度） 

１５，５００

円 

８ １・２級以上の身体障害、A１・A２の知

的障害、１級の精神障害、難病患者等（火

災発生時に感知及び非難が著しく困難な

障害者のみの世帯及びこれに準ずる世

帯） 自動消火器 ２８，７００

円 

８ 

電磁調理器 ４１，０００

円 

６ １・２級の視覚障害のみの世帯及びこれ

に準ずる世帯又はA１・A２の知的障害 

歩行時間延長

信号機用小型

送信機 

７，０００円 １０ １・２級の視覚障害 

聴覚障害者用

屋内信号装置 

８７，４００

円 

１０ １・２級の聴覚障害者のみの世帯及びこ

れに準ずる世帯で日常生活上必要と認め

られるもの 

在宅療 透析液加湿器 ５１，５００５ ３級以上の腎臓機能障害者で自己連続携 給付 
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養等支

援用具 

円 行式腹膜灌流法（CAPD）による透析療

法を行うもの 

ネブライザー

（吸入器） 

３６，０００

円 

５ ３級以上の呼吸機能障害者又は同程度の

身体障害者、難病患者等で必要と認めら

れるもの 電気式たん吸

引器 

５６，４００

円 

５ 

酸素ボンベ運

搬車 

１７，０００

円 

１０ 医療保険による在宅酸素療法を行うもの 

盲人用体温計

（音声式） 

９，０００円 ５ １・２級の視覚障害のみの世帯及びこれ

に準ずる世帯 

盲人用体重計 １８，０００

円 

５ 

情報・

意思疎

通支援

用具 

携帯用会話補

助装置 

９８，８００

円 

５ 音声若しくは言語機能障害又は肢体不自

由者であって、発声・発語に著しい障害

があるもの 

給付 

情報・通信支

援用具 

１００，００

０円 

 １・２級の視覚障害又は１・２級の上肢

機能障害。障害児・者向けのパーソナル

コンピューター周辺機器及びアプリケー

ションソフトで、障害児・者が容易に使

用し得るもの 

点字ディスプ

レイ 

３８３，５０

０円 

６ 視覚障害及び聴覚障害の重度障害（原則

として視覚２級以上かつ聴覚２級）であ

って必要と認められる者 

点字器（標準

型） 

  視覚障害児・者で点字器を必要とする者 

  

 ３２マス１

８行、両面

書真鍮板製 

１０，７１２

円 

７ 

３２マス１

８行、両面

書プラスチ

ックス製 

６，７９８円 ７ 
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点字器（携帯

用） 

  

  

 ３２マス４

行、方面書

アルミニュ

ーム製 

７，４１６円 ５ 

３２マス４

行、方面書

プラスチッ

クス製 

１，６９９円 ５ 

点字タイプラ

イター 

６３，１００

円 

５ １・２級の視覚障害があり、就労・就学

しているか就労が見込まれている者 

視覚障害者用

ポータブルレ

コーダー 

  １・２級の視覚障害 

  

 録音再生機 ８９，８００

円 

６ 

再生専用機 ３６，７５０

円 

６ 

視覚障害者用

活字文書読上

げ装置 

１１５，００

０円 

６ 

視覚障害者用

拡大読者器 

１９８，００

０円 

８ 視覚障害児・者であって本装置で文字等

を読むことが可能なもの 

盲人用時計   １・２級の視覚障害。音声式は手指の感

触に障害がある等のため触読式が困難な

者を原則とする 

  

 触読時計 １０，３００

円 

１０ 

音声時計 １３，３００

円 

１０ 
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点字図書 点字図書価

格から一般

図書の購入

額を控除し

た額。 

年間６タイ

トル２４巻

を限度とす

る。 

 主に情報の入手を点字によっている視覚

障害児・者 

人口喉頭   喉頭を摘出した者 

  

 笛式 ５，１５０円 ４ 

笛式気管ニ

ューレ付加

算 

３，１００円  

電動式 ７２，２０３

円 

５ 

聴覚障害者用

通信装置 

７１，０００

円 

５ 聴覚障害又は発生・発語に著しい障害が

あるものであって、コミュニケーション、

緊急連絡等の手段として必要があると認

められるもの 

聴覚障害者用

情報受信装置 

８８，９００

円 

６ 聴覚障害者で本装置によりテレビの視聴

が可能になるもの 

排泄管

理支援

用具 

ストマ用装具 

（※含まれる

付属品につい

ては別表第２

参照） 

  ぼうこう又は直腸の機能障害 給付 

  

 蓄便袋（１

ヶ月分） 

８，９００円  

蓄尿袋（１

ヶ月分） 

１１，３００

円 
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紙おむつ等

（紙おむつ、

サラシ・ガー

ゼ等衛生用

品）（１ヶ月

分） 

１２，０００

円 

 ３歳以上で次の３点のいずれかに該当す

る者 

１ ぼうこう又は直腸の機能障害児・者

で、ストーマの著しい変形若しくはス

トーマ周辺の著しい皮膚のびらんのた

めストーマ用装具の使用が困難なもの 

２ ぼうこう又は直腸機能障害児・者で

先天性疾患（先天性鎖肛を除く。）に

起因する神経障害による高度の排便機

能障害のある者及び先天性鎖肛に対す

る肛門形成術に起因する排便機能障害

のある者 

３ 脳性麻痺等脳原性運動機能障害（概

ね３歳未満の乳幼児期に発現した非進

行性脳病変によってもたらされたもの

に限る。）により、排尿又は排便の意

思表示及び排泄行為そのものが困難な

もの（「脳原性運動機能障害」の身体

障害者手帳を所持する場合又は「肢体

不自由」の身体障害者手帳を所持する

もので脳性麻痺等が明らかであり、か

つ、全身性の障害であることが確認で

きる場合に限る。） 

なお、いずれの場合も相談記録票及び

医学的判定（意見）書（紙おむつ用）

（様式第５号）の提出を要する 

収尿器 男性

用 

  高度の排尿機能障害 

  

 普通型 ７，９３１円 １ 

簡易型 ５，８７１円 １ 

収尿器 女子

用 
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 普通型 ８，７５５円 １ 

簡易型 ６，０７７円 １ 

住宅改

修費 

居宅生活動作

補助用具（住

宅改修） 

２００，００

０円 

 下肢・体幹機能障害又は乳幼児期以前の

非進行性の脳病変による移動機能障害を

有する者及びであって、３級以上（特殊

便器への取替え工事を行う場合は、上肢

２級以上）の者又は難病患者等 

給付 
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【別表第２】ストーマ用装具の付属品 

 種目名 詳細 備考 

１ 皮膚保護ペースト 

皮膚保護パテ 

ストーマ周囲の被服のしわ・くぼみに段差を埋めて

皮膚の表面を平坦にして排泄物の漏れを防止する。 

 

２ 皮膚保護パウダー ストーマと皮膚保護剤面板の隙間に露出している

皮膚に振り掛けて皮膚への排泄物の付着を防ぎ皮

膚障害を防止する。 

 

３ 皮膚保護ウエハー ストーマ周囲の皮膚のしわ・くぼみに段差を補正し

てストーマ装具の皮膚保護剤面板の密着性を高め、

股皮膚への排泄物付着を防ぎ皮膚障害を防止する。 

 

４ コンベックス・インサート 平面タイプの面板を凸タイプにして排泄物の漏れ

を防止する。 

 

５ 固定用ベルト ストーマ装具がはがれたり、ずれたりしないように

する。 

 

６ 剥離剤（リムーバー） 面板をはがす時に皮膚を傷めないよう粘着剤をは

がしやすくするするための洗剤。 

 

７ 皮膚皮膜剤（スキンバリア） ストーマ周囲の皮膚に塗って薄い被膜を作り、皮膚

を排泄物やテープ類などの刺激から守る。 

 

８ レッグバッグ 

（下肢装着用蓄尿袋） 

遠出や就寝時などで長時間にわたり排尿処理がで

きない時に尿をためるための補助バッグ。 

 

９ ナイト・ドレナージバッグ

（夜間用蓄尿袋） 

レッグバッグと同様に就寝時など長時間に通常の

ストーマ袋に接続して蓄尿する補助バッグ。 

 

１０ ストーマ袋カバー ストーマ用装具にかぶせて排泄物を見えなくした

り、汗を吸収して発汗による皮膚障害を防止するた

めに使用する。 

 

１１ サージカルテープ ストーマ装具の皮膚保護剤面板の皮膚への密着を

補強するために面板の周囲に貼るもの。 

 

１２ 穴あけ用用具 面板の中心部分をストーマのサイズに合わせてカ

ットするための専用のはさみやカッター。 

 

１３ 消臭剤 ストーマ装具内の排泄物のにおいを緩和するため

のもの。 

 

１４ 皮膚清浄剤 ストーマ周辺の皮膚の汚れを落とし、清潔に保つ。  
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１５ ガーゼ・脱脂綿 面板を皮膚に貼り付ける時に、ストーマからの水様

性排泄物（尿や水様便）による皮膚の汚れ防止のた

めに排泄物を吸収する。 

 

１６ 潤滑剤 ストーマ装具内の排泄物の排出を容易にする。  

１７ 凝固剤 ストーマ袋の中に入れて水様性の排泄物（便や尿）

をゼリー状にして、漏れや面板の剥がれを防止す

る。 

 

１８ ストーマ用腹帯・サラシ・

オストミーパンツ 

ストーマ保有者専用で、ストーマ袋を収納するため

のポケットがあり、フィット感を高めたり、蒸れを

防ぐ。 

 

１９ 入浴用補助具 入浴時にストーマ装具の装着を目立なくするため

に、ストーマ袋の替わりに装着するキャップや、ス

トーマ装具全体を覆うシートがある。 

 

２０ 洗腸用具 洗腸排便のための用具。  


